
1.建築物調査 事務手数料

延床面積

円

4,500
500㎡を超え

1000㎡以内 5,500
1,000㎡を超え

3,000㎡以内 8,500
3,000㎡を超え

5,000㎡以内 12,500
5,000㎡を超え

10,000㎡以内 16,000
10,000㎡を超え

20,000㎡以内 20,000
20,000㎡を超え

40,000㎡以内 24,000
40,000㎡を超え

29,000

3.防火設備 事務手数料

設備種類 延床面積

円 円

5,000 3,500
1,000㎡を超え

7,000 3,000㎡以内 4,500
3,000㎡を超え

9,000 10,000㎡以内 6,000
10,000㎡を超え

9,000

１　手数料は報告書提出前に所定の口座へお振込み願います。（振込手数料は各自ご負担願います。）

２　契約書面省略二者契約の場合は、振込後、別紙の「事務手数料送付連絡票」をFAX等で送付願います。

１件当たり手数料

（税込み）

1,000㎡以内

定期報告事務手数料

（一財）和歌山県建築住宅防災センター　

1件当たり手数料
　　（税込み）

500㎡以内
● 防災センター業務登録者による手数料
契約（二者契約）は申し出により、１件当たり
５００円割引します。（振込後の返金はご容
赦願います）

指定された換気設備、排煙設備、非常
照明設備の３種類のうち該当する設備
の種類による

（税込み）

設備が１種類の
場合

2.建築設備 事務手数料

設備が2種類の
場合

設備が3種類の
場合

１件当たり手数料


